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プロポーザル募集に関する公告 

 

木曽川サイクルツーリズム ルート及び整備計画検討業務を事業者に委託するにあたり、

優れた技術者を募集し事業者を決定するために、次のとおりプロポーザルを実施する。 

 

令和７年５月１２日 

岐阜県岐阜土木事務所長 林 誠 

 

１ 業務概要 

（１）業務名   木曽川サイクルツーリズム ルート及び整備計画検討業務 

（２）業務内容  木曽川中流域におけるサイクリングルート及び整備計画検討業務 

（３）仕様等   「岐阜県岐阜土木事務所 木曽川サイクルツーリズム ルート及び 

整備計画検討業務 説明書」（以下、「説明書」という。）による。 

（４）履行期間  契約締結の日から令和８年３月１９日まで 

（５）契約予定対象者 

本業務の契約予定対象者は、岐阜県県土整備部公募型プロポーザル方式により選定

し、書面及びヒアリング評価で１者を選定する。 

 

２ プロポーザルに係る日程 

項目 日程 

（１）公告・説明書の交付 令和７年５月１２日(月) 9時00分から 

令和７年６月１０日(火)16時00分まで 

（２）質問書の提出期限 令和７年５月１２日(月) 9時00分から 

令和７年５月２２日(木)16時00分まで 

（３）質問書の回答期限 令和７年５月２７日(火) 9時00分から 

令和７年６月１０日(火)16時00分まで 

（４）参加表明書・技術提案書等提出期限 令和７年５月１２日(月) 9時00分から 

令和７年６月１１日(水)16時00分まで 

（５）ヒアリング日程・非予備選定通知 令和７年６月下旬 

（６）ヒアリング実施 令和７年６月下旬又は７月上旬 

（７）選定結果通知（選定・非選定） 令和７年７月中 

  

３ 参加資格 

（１） 事業者に対する要件 

下記条件をすべて満たすこと。 

① 日本国内に本社、本店を置いていること。 
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② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７の４の規定に該当しな

い者であること。 

③ 岐阜県入札参加者資格名簿の「測量・建設コンサルタント等業務」に登録され

ていること。 

④ 参加表明書等の提出期限から当該業務の契約締結日までに、岐阜県から、岐阜

建設工事請負契約に係る入札参加停止等措置要領（平成１３年４月１日 工検

第１２号）に基づく資格停止措置を受けていないこと。 

⑤ 岐阜県から、岐阜県が行う契約からの暴力団の排除措置に関する措置要綱に基

づく資格停止措置を受けていないこと。又は同要綱別表に掲げる措置要件に該

当しないこと。 

⑥ 業務実績 

平成２２年度以降に完了した同種業務又は類似業務において、１件以上の実績 

を有すること。 

（同種業務） 

ナショナルサイクルルートのサイクルツーリズムに関する業務 

（類似業務） 

  自転車道活用に関する以下のいずれかの業務 

   ア．サイクルツーリズムに関する業務 

（ナショナルサイクルルートに関する業務を除く） 

イ．自転車走行環境整備計画に関する業務 

 

（２） 予定技術者に対する要件 

下記条件を満たす管理技術者・照査技術者を当該業務に配置できること。 

① 管理技術者は、岐阜県設計業務委託共通仕様書第１１０７条３の条件を満たす

者であること。 

② 照査技術者は、岐阜県設計業務委託共通仕様書第１１０８条２（２）の条件を

満たす者であること。 

 

４ 予備選定・選定方法 

（１） 別に設置する「木曽川サイクルツーリズム ルート及び整備計画検討業務プロポ

ーザル評価会議」（以下「評価会議」という。）において、厳正な評価を行う。 

（２） 提出書類及びヒアリングにより評価を実施し、最優秀提案者を選定する。ただし、

参加者多数の場合、書面評価によるヒアリング参加者の予備選定を行う。 

（３） ヒアリング参加者を予備選定するための評価項目又は技術提案書を選定するため

の評価項目は以下とする。 

① 事業者の能力        （書面評価） 
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② 予定技術者の能力      （書類・ヒアリング評価） 

③ 特定テーマに対する技術提案 （書類・ヒアリング評価） 

（４） 評価及び得点の付与方法は、あらかじめ設定した評価基準に基づき、各評価項目

の得点を加算する方式により合計得点を算出する。 

（５） 評価会議による書面評価の結果（予備選定・非予備選定）及び評価の結果（選定・

非選定）については、プロポーザル参加者に別途通知する。 

（６） 評価の結果、非予備選定及び非選定となった者は、その通知が到達した日から起

算して７日以内に、書面により非予備選定又は非選定となった理由についての説明

を求めることができる。また、説明に対する回答は、書面が到達した日から起算し

て１０日以内に行う。 

 

５ 提案者の失格に関する事項 

  次のいずれかに該当するときは、その提案者は失格とする。 

（１）評価会議の構成員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めること。 

（２）他の提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。 

（３）事業者選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示

す             すること。 

（４）応募提案書類に虚偽の記載を行うこと。 

（５）その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

 

６ 提案の無効に関する事項 

  次のいずれかに該当するときは、その者の参加表明書等の提出は無効とする。 

（１） 参加する資格のない者が参加表明書を提出したとき。 

（２） 所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。 

（３） 事実に反する申請や提案に関する不正行為があったとき。 

（４） 参加者が当該プロポーザルに対して２つ以上の提案をしたとき。 

（５） 参加者の提案が他者のものであるとき。 

（６） その他、あらかじめ指示した事項に違反したとき又は参加者に求められる義務を 

履行しなかったとき。 

 

７ 非予備選定・非選定に関する事項 

  次のいずれかに該当するときは、その者を予備選定・選定しない。 

（１） 参加表明書に示される業務実施体制について 

・ 再委託の内容が主たる業務に該当する。 

・ 業務の分担構成他、不明確又は不自然である。 

（２） 技術提案書について 
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・ 内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない。 

・ 業務目的に反する内容となっている。 

・ 事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている。 

・ 実施方針と特定テーマの技術提案との間に整合性が図られていない。 

（３） ヒアリングについて 

・ 技術者自身の業務実績について説明できない等、自ら主体的に携わったことが認め

られない。 

・ 本業務の目的、内容又は技術提案の内容を理解していない。 

・ 質問に対する回答が無い又は回答が著しく不適切である。 

 

８ 契約 

（１） 契約相手方 

評価会議が選定した最優秀提案者を当該業務に係る随意契約の見積もり徴収の相 

手方とする。ただし、最高点の者が複数者いる場合で提案金額が示されているとき 

は、原則として提案金額の安価な提案者を最優秀提案者とする。 

 応募者が１者のみの場合で、評価の結果において基準点を満たすときは当該応募 

者を最優秀提案者とし、基準点に満たないときは、事業を実施する場合には再度公

募を実施するものとする。なお、評価点及び提案金額が同額である者が複数いる場

合は、同者らによるくじ引きにより決定する。 

（２） 契約金額 

選定者から徴収した見積を参考に仕様書を作成し、予定価格の範囲内において決

定する。 

（３） 前払金 

契約の相手方は、岐阜県委託業務契約約款第３３条に基づき、前払金を請求する

ことができる。 

（４） 契約保証金 

免除する。 

  (５) 電子契約 

選定された契約予定者へは電子契約サービスを利用して電子契約を締結するか 

否かの希望の確認を行う。電子契約による契約の締結を希望する場合、速やかに県

あてに電子契約意向確認書兼電子契約用メールアドレス確認書を提出すること。 

(６) その他契約条項 

岐阜県委託業務契約約款による。 

９ 選定結果の公表 

（１） 公表方法 

選定結果に関する情報は、県庁ホームページにおいて公表するものとする。 
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なお、県庁ホームページにおいて選定結果を公表する期間は、３年間とする。 

（２） 公表時期及び公表内容 

次の内容を、契約交渉の相手方が決定した後速やかに公表するものとする。 

① 最優秀提案者（契約交渉の相手方）の名称及び評価点 

② 全提案者の名称（申込順） 

③ 全提案者の評価点（得点順） 

④ 最優秀提案者の選定理由 

⑤ 構成員の氏名 

⑥ その他 

最優秀提案者と契約交渉の相手方が異なる場合は、その理由 

       

 

    ⅰ 事業者の競争上の地位に配慮して②と③の対応関係を明らかにしないこととし、 

②は申込順、③は評価点の得点順にそれぞれ記載することとする。 

ⅱ 応募者が２者の場合には、③は公表しないこととする。 

 

１０ その他留意事項 

（１）提出期限後の問合せ及び書類の追加・修正には原則として応じない。 

（２）提案書の著作権は提案者に帰属する。 

（３）提案書は他の提案者に対して非公開とする。 

（４）提出された書類は返却しない。 

（５）提案書の作成及び提出に要する費用並びにヒアリングに要する費用は提案者の負

担とする。 

（６）その他詳細は、説明書による。 

 

１１ プロポーザルに関する問合せ先 

 〒５００－８３８４ 

 住 所 岐阜県岐阜市薮田南５－１４－５３ 

  ＯＫＢふれあい会館 第１棟８階 

 担 当 総務課 契約係 

 電  話 ０５８－２１４－９６２４ 

 ＦＡＸ ０５８－２７８－００５２ 

 Ｅメール c26001@pref.gifu.lg.jp 

 県庁ホームページ「公募型プロポーザル」（出納管理課）のページ 

（https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/nyusatsu/proposal/） 

（県政情報／入札・公売／公募型プロポーザル） 


